
21年度3月 支部執行委員会 本部情勢報告ポイント 

（分会員配布用） 

1．組織拡大・強化   年度末・初の最重点とりくみ 

 ○転入組合員の脱退防止（具体的なとりくみ）  
   ・分会マニュアルの配付 ： 見本は新高教ホームページに掲出（新高教指示第 70 号参照） 
  ○転入未組合員への加入声かけ（具体的なとりくみ） 

・昨年度までの成果の紹介 
：休暇制度改善、非正規職員の特別給の有給化等、12 月期一時金削減率圧縮（平均 2 万円） 

・加入グッズの配布：上記分会マニュアル、加入リーフレット等（グッズは本部へご相談も） 
  ○分会会議の開催（具体的なとりくみ） ※集めた分会費はその年度で活用しましょう 
   ・分会員同士の交流 ・昼食会等の企画（お菓子の配付なども） 
 

2．労安体制強化 労安協議題は労使交渉議題と同じ 

 ○ 校内安全衛生委員会の委員選出について、校長から分会に推薦要請はなされましたか？ 
   行われていなければルール違反です。 至急、本部に連絡を！ 

  

3．異動に係る事務手続き 異動される方は確実な手続きを！！ 
    人事異動により勤務先が変わる→4 月1 日＊に通勤手当支給額の変更が発生 

増額…①15 日以内に届出→当月分より増額改定＊ ②15 日経過後に届出→翌月より増額改定 
減額…15 日以内、15 日経過後いずれの届出であっても当月分より減額改定 

              (変更前の額が支給された場合は差額を返納) 
    ＊人事異動等により、月の初日に手当額変更が生じた場合の特例的な対応 

       月の途中に変更が生じた場合、15 日以内の届出であっても翌月からの支給となる 
      条例、規則で定められている手続きのため、特別な対応ができません 
 
4．新型肺炎感染症対応業務に係る特殊勤務手当の支給 適用日：21 年4 月1 日 

支給要件：① 感染者（濃厚接触者含む）が発生した学校における業務であること 
       ② 生徒等の安全を確保するため、保健所の要請等により、学校の管理下において、や

むを得ず緊急に行った業務であること 
 ③ 勤務時間外に 4 時間以上業務に従事したこと 

支給額：4 時間以上 5,000 円/日  6 時間以上 7,500 円/日 
 

5．免許更新 2.25 閣議決定｢教員免許更新制廃止法案｣ 施行日：22 年7 月1 日 

※22 年 4～6 月までに修了確認期限を迎える免許状所有者は、延期及び延長申請を行うことで対応 
 

6．支部レク結果 各支部個人 1 位 

 
支部名 氏名（敬称略） 分会名 合計  男性の部 氏名（敬称略） 分会名 合計 

 
東新潟 伊藤 健士 新潟東 304  1 位 西村 諭 安塚分校 319 

 
西新潟 青山 智香子 新潟商業 276  2 位 齋木 秀雄 安塚分校 309 

 
新津 小島 大介 新津 303  3 位 長谷川 正一 見附 307 

 
県央 渡邉 和幸 三条 284  女性の部    

 
長岡 長谷川 正一 見附 307  1 位 青山 智香子 新潟商業 276 

 
柏崎 中村 直樹 出雲崎 280  2 位 大倉 典代 新津南 264 

 
上越 西村 諭 安塚分校 319  3 位 大井 みゆき 長岡明徳 261 

 

7．第26 期本部執行委員 （ ）は担当支部 
執行委員長 遠藤 丞 離籍 副執行委員長 中村 直樹 出雲崎（柏崎） 
書 記 長 浅川 智之 専従：三条東 書記次長 佐藤 正成 巻総合 
執行委員 佐藤 良太 万代（東新潟） 執行委員 監物 隼 十日町総合（魚沼） 
 〃 小川 貴史 新潟西（西新潟）  〃 山林 満 高田安塚（上越） 
 〃 増子 一彦 荒川（新発田・村上）  〃 儀間 亮平 出雲崎（柏崎） 
 〃 桂山 祐子 五泉（新津）  〃 石井 一行 羽茂（佐渡） 
 〃 猪腰 浩明 加茂農林（県央）  〃  欠 員    （長岡） 
会計監査 青山智香子 新潟商業 会計監査 薄木 裕之 羽茂 
 〃 萩間 貴志 新潟北 

 

8 その他 ユーザー名、パスワードは(shinkoukyou14) 

○新高教ホームページ (http://www.shinkoukyou.net/)  新潟高教組で検索 


